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３－２－４ 施工計画／調達計画 

３－２－４－１ 施工方針／調達方針 

日本国の協力対象事業は器楽練習棟、合唱練習棟、合奏・ダンス練習棟の施設建設工事及び対

象施設に対する楽器／視聴覚機材調達・据付け工事等からなる。本計画における日本国側負担工

事が、日本国政府の無償資金協力の枠組みに従って実施される。 

計画地はサン・セバスチャンの丘の傾斜地にあり、本計画に合わせた敷地の造成、擁壁の築造

およびインフラの確保等は、「ボ」国側の負担工事であり、本計画が実施された場合、これら負

担工事が速やかに実行されることが必要である。 

本計画施設以外の普通教室棟、管理棟および便所棟は相手国負担工事であり、本工事と同時進

行が予定されていることを考慮した円滑かつ安全な施工計画を立てることが重要であり、日本国

側と「ボ」国側の綿密な連携が必要となる。 

 

本計画は、日本国政府により閣議承認され交換公文（E/N）が署名された後、正式に実施され

ることとなる。E/N が署名された後、速やかに「ボ」国側実施機関と日本国法人のコンサルタン

トがコンサルタント契約を結び、計画の実施設計業務を行なう。実施設計後、日本国法人の施工

業者および機材調達業者選定のための入札が行なわれ、落札した業者と実施機関の間で業者契約

が締結され、施設建設工事と楽器／視聴覚機材納入・据付が実施されることとなる。本計画実施

における基本事項および配慮されるべき事項は以下の通りである。 

（１） 実施機関 

本計画の実施機関はコチャバンバ市役所であり、「ボ」国側負担事業を実施する。 

 

（２） コンサルタント 

両国政府による E/N の署名終了後、日本国法人のコンサルタントは、直ちに日本国の無償資金

協力の手続きに従い、「ボ」国側実施機関とコンサルタント契約を結ぶ。この契約に従い、以下

の業務を実施する。 

１）実施設計： 計画内容の最終確認、実施設計図書（計画に含まれる施設・楽器／視聴覚

機材に関する仕様書およびその他の技術資料、入札図書作成）の作成、入

札業務、入札評価、業者契約 

２）施工監理： 施設建設工事および楽器／視聴覚機材納入・据付・操作指導・保守管理指

導に対する監理業務 

「実施設計」とは、本基本設計調査報告書に基づき、建築計画、機材計画の詳細を決定し、そ

れらに関する仕様書、入札条件書、および建設工事・楽器／視聴覚機材調達に関するそれぞれの

契約書案等からなる入札図書を作成することを示し、建設工事、機材調達に必要な費用の見積り

も含まれる。 

「入札業務協力」とは、実施機関が行なう工事施工業者および楽器／視聴覚機材納入・据付業

者の入札による選定への立ち会い、それぞれの契約に必要な事務手続きおよび日本国政府への報

告等に関する業務協力を指す。 

「施工監理」とは、工事施工業者および楽器／視聴覚機材納入・据付業者が実施する業務につ
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いて、契約書通りに実施されているか否かを確認し、契約内容の適正な履行を確認する業務を指

す。さらに、計画実施を促進するため公正な立場に立ち関係者に助言、指導、関係者間の調整を

行なうもので、主たる業務内容は下記の通りである。 

① 工事施工業者および楽器／視聴覚機材納入・据付業者より提出される施工計画書、施工図、

機材仕様書、その他図書の照合および承認手続き 

② 納入される建設資機材、楽器／視聴覚機材の数量、品質・性能の出荷前検査および承認 

③ 建築設備機材、楽器／視聴覚機材の納入・据付、取扱い説明の確認 

④ 工事進捗状況の把握と報告 

⑤ 完成施設・楽器／視聴覚機材の完成検査および引渡しへの立会い 

⑥ コンサルタントは上記業務を遂行する他、日本国政府関係機関に対し、本計画の進捗状況、

支払手続き、完了引渡しなどについて報告を行なう。 

 

（３） 工事施工業者および楽器／視聴覚機材納入・据付業者 

工事施工業者および楽器／視聴覚機材納入・据え付け業者は、契約に基づき施設の建設および

楽器／視聴覚機材の調達・搬入・据付を行ない、「ボ」国側に対し当該機材の操作と維持管理に

関する技術指導を行なう。また、機材引渡し後においても、継続的に機材のスペアパーツおよび

消耗品の保証期間中の無償供給および有償供給、技術サポートを受けられるよう、機材供給メー

カー・代理店との協力のもとに後方支援を行なう。 

 

（４） 国際協力機構 

独立行政法人国際協力機構（JICA）資金協力支援部準備室は、本計画が無償資金協力の制度に

従って適切に実施されるよう実施促進を行なう。 

 

（５） 施工計画の策定 

施工計画に関する検討は、実施設計期間中に「ボ」国側実施機関関係者とコンサルタントとの

間で行なう。また、日本国側と「ボ」国側双方の負担工事を明確にし、各々の負担工事の着手時

期および方法について工事項目毎に確認し、双方の負担工事が基本設計調査報告書の実施スケ

ジュールに基づいて円滑に遂行されるよう協議を行なう。特に、「ボ」国側負担工事のうち、本

計画に合わせた敷地の造成および擁壁の築造は、建設工事着工前に確実に完了される必要がある。 

 

（６） 機材調達の基本方針 

調達機材の大半を占める楽器については、一部受注生産品も含まれるため納期管理に注意が必

要である。納期はおおよそ 6 ヶ月程度を見込む必要がある。楽器は日本からの調達となるが、ピ

アノ調律などの据付調整を行なう技術者は現地販売代理店からの派遣が可能である。視聴覚機材

の据付については、現地での技術者の確保が難しいため、日本からの技術者派遣を前提とする。 

 

３－２－４－２ 施工上／調達上の留意事項 

（１） 施工上の留意事項 

本計画施工上の留意点として下記の項目が挙げられ、これらに配慮した施工計画を策定する必

要がある。 
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１） 工程管理 

建設工事は、器楽練習棟、合唱練習棟および合奏・ダンス練習棟 3 棟の新築工事である。

「ボ」国側負担工事である普通教室棟、管理棟、便所棟の建設工事が同時進行で行なわれる

ことが予定されているなかで、限られた狭い範囲の敷地での工事となるため、工事動線の明

確な分割などにより、作業工程を合理的に管理する必要がある。 

２） 安全管理 

計画予定地と隣接して、屋内競技場および丘の上の 2 つの記念碑があり、事故防止のため

工事地区を仮囲い等で明確に区画する。加えて、これらの施設を訪れる人々の安全通路を確

保するため、「ボ」国関係者、コンサルタントおよび施工業者の間で相互協力体制を構築す

るとともに、綿密な管理調整を行なうことが必要である。 

 

（２） 建設資材調達上の留意事項 

現地における建築仕上げ資材の殆どはブラジル等よりの輸入材であり、小規模な小売店により

供給され、量的には限られている。このため本計画では代理店を通しての調達となることに留意

し、工事工程に合わせた適切な調達計画・管理が重要である。 

 

（３） 気候風土による影響 

年間を通して月平均気温は 15 度～20 度であるが、乾季における 1 日の寒暖の差が激しく、最

低気温が 5 度以下、最高気温が 25 度以上という 20 度以上の温度差があること、また年間を通じ

て降雨量も少なく比較的乾燥しているため、急激な乾燥に対して充分考慮した工事計画、工程計

画とする。また計画地は傾斜地の切り土により整地されており、場所によっては岩盤が露出して

いる箇所があるため、土工事、基礎工事においては、充分な配慮が必要となる。 

 

（４） 機材調達上の留意事項 

１）一般調達事情および地域特性 

① 機材調達事情 

「ボ」国には伝統音楽フォルクローレがあり、ケーナ、チャランゴなどの民族楽器は、

本計画サイトのコチャバンバ市内でも比較的容易に安価での入手が可能であるが、オー

ケストラ用の楽器で且つある程度の品質を求めるとなると、ボリビア国内での入手は非

常に難しい。「ボ」国内に正規代理店を置く楽器製造メーカーは本邦メーカーのヤマハの

みであり、海外ブランドを含め他に特定のブランドのみを扱う店はない。よって楽器に

ついては日本調達とする。視聴覚機材についてもほとんどが小規模の小売店での販売に

頼っており、本計画で調達される比較的高額な機材（LCD プロジェクター、大型スクリー

ン、DVD システム等）については、やはり日本調達を前提とした調達計画とする。家具

については教師用、生徒用の机、イス等であり技術的に難しい仕上げは要求されないた

め、現地調達を前提とする。 

② 交通輸送事情 

日本から本計画サイトのコチャバンバ市までの調達機材の輸送手段は、海上輸送とト
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ラック輸送を併用する。「ボ」国は内陸国のため、海上輸送はチリのアリカ港での積み下

ろしとなる。海上輸送期間は約 40 日間である。アリカ港からコチャバンバ市内まではパ

タカマヤ経由でのトラック輸送が一般的である。チリ－ボリビア国境の通過は所定の書

類の審査のみで支障はない。トラック輸送は約 5 日間が見込まれる。通関はコチャバン

バ市内にて行なわれる。 

２）調達上の留意事項 

本計画での機材調達にあたっては以下の点に留意する。 

・ 「ボ」国側実施機関と緊密な事前協議を行なって、機材工事実施に当っての必要な措

置等を徹底させる。 

・ 機材の据付調整、試運転・動作確認に際しては、実際に機材を使用する担当教員を対

象に取扱い説明、定期点検などのメンテナンス方法、部品交換の方法等の十分な指導

を行なう必要がある。 

 

３－２－４－３ 施工区分／調達・据付区分 

本計画の事業実施は、日本国と「ボ」国との相互協力により実施される。本計画が日本国政府

の無償資金協力によって実施される場合、両国政府の工事負担範囲は以下のとおりとするのが妥

当である。 

（１） 日本国政府の負担事業 

日本国側は、本計画協力対象事業のコンサルティング、施設建設および楽器・視聴覚機材の調

達・据付に関する以下の業務を負担し実施する。 

１）コンサルタント業務 

① 本計画対象施設、楽器・視聴覚機材の実施設計図書および入札条件書の作成 

② 工事施工業者、楽器・視聴覚機材調達･据付業者の選定および契約に関する業務協力 

③ 施設建設工事および楽器・視聴覚機材納入･据付･操作指導･保守管理指導に対する監

理 

 

２）施設建設および楽器・視聴覚機材の調達･据付 

① 本計画対象施設の建設 

② 本計画対象施設の建設資機材、楽器・視聴覚機材の調達および対象施設までの輸送と搬

入 

③ 本計画対象機材の据付工事および試運転調整 

④ 本計画対象機材の運転、保守管理方法の説明・指導 

 

（２） 「ボ」国政府の負担事業 

「ボ」国側は、本計画の以下に示す手続き事項および工事に関する業務を負担し実施する。 

１）手続き事項 

① 用地の確保 

② 国内税の免税措置 

③ 日本または第三国から輸入される機材に対する免税措置、迅速な通関および便宜供与 
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④ 建築許可の取得 

⑤ 環境許可の取得 

⑥ インフラ（電力、上・下水道、電話など）の接続 

⑦ 仮設電力・給水設備の確保 

⑧ 銀行取極め、支払授権書の発給 

⑨ 本プロジェクトの業務遂行のために「ボ」国に入国し、滞在する日本人に対する入国

および滞在に必要な便宜の供与 

⑩ 日本国側負担以外の全ての経費負担 

２）負担工事 

① 本計画に合わせた敷地の造成および擁壁の築造 

② 擁壁築造に伴う雨水排水処理 

③ 普通教室棟の建設 

④ 南北トイレ棟の建設 

⑤ 駐車場、屋外階段、スロープなどの外構工事 

⑥ 管理棟の建設 

⑦ 幼児棟（東、西 両棟）の建設 

⑧ 電力・給水引込みおよび下水接続工事 

⑨ 敷地周囲のフェンス設置および植栽工事 

⑩ 警備小屋の建設 

⑪ 既存機材・家具の移設 

 

３－２－４－４ 施工監理計画／調達監理計画 

（１） 施工監理方針 

日本国政府が実施する無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは基本設計の主旨を踏ま

え、実施設計業務を含む一貫したプロジェクト遂行チームを編成し、円滑な業務実施を行なう。

本計画の施工監理に対する方針は下記の通りである。 

１） 両国関係機関の担当者と密接な連絡を行ない、遅滞なく施設建設および楽器／視聴覚機

材整備が完了することをめざす。 

２） 工事施工業者、楽器／視聴覚機材調達･据付業者とその関係者に対し、公正な立場にたっ

て迅速かつ適切な指導･助言を行なう。 

３） 楽器／視聴覚機材据付、引渡し後の運用･管理について、適切な指導･助言を行なう。 

４） 建設工事および楽器／視聴覚機材据付工事が完了し、契約条件が満たされたことを確認

した上で、施設･楽器／視聴覚機材の引渡しに立ち会い、「ボ」国側の受領承認を得て、

その業務を完了させる。 

 

（２） 施設施工監理計画 

本計画は「ボ」国側負担工事との同時進行が予定されていること、および音楽教育施設で遮音・

吸音等の音響効果を考慮する必要があり、「ボ」国関係者・施工業者間の調整の重要性を考慮に
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入れ、常駐監理者（建築担当）1 名を置く。また、工事の進捗状況に合わせ、下記の技術者を適

時派遣する。 

・施工監理（監理責任者：着工立会い・全体調整、竣工検査） 

・施工監理（構造：地盤確認、基礎工事、躯体工事） 

・施工監理（電気：竣工検査） 

 

（３） 機材調達監理計画 

１）調達監理の留意点 

調達監理の段階において特に留意を要する事項は以下の通りである。 

・ 機材の調達工程はピアノ、ピアノ以外の楽器、視聴覚機材および家具と複数のカテゴ

リーに分かれて同時並行で行なわれる。これらの各工程を効率的・効果的に監理する

ため、監理基準と重点項目を明確にした監理計画を策定の上、定期的な巡回を行なっ

て監理する。 

・ 機材調達完了後の運営・維持管理に関して、現地関係者に対する適切な調整と助言を

行ない、早期の学校運営体制確立を促進するとともに、機材の運営・維持管理に必要

な要員の確実な配置を促す。 

２）監理体制 

調達監理段階においては、日本人の調達監理技術者 1 名を現場監理者として配置し、機材

調達の施工監理全般および関係機関との連絡・調整を行なうものとする。同監理者は調達機

材全般について広く知識を有し、日本の無償資金協力に精通した者であることが望まれる。 

３）監理業務内容 

機材調達段階における監理者の主な業務内容は次の通りである。 

① 機材調達業者から提出される機材配置図および設備関連情報リストの承認。 

② 調達業者の工程計画を検討し、調達の全体工程が遅滞無く進むよう指導する。 

③ 工事の進捗状況を監理し、両国関係機関への報告を行なう。 

④ ボリビア国側実施事項の調整および進捗状況の確認を行なう。 

⑤ 調達完了時に検査を実施し、機材の引渡しに立会い必要な指導を行なう。 

⑥ 支払い業務や業務完了時の諸手続きの実施を支援する。 
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図 3-3  本プロジェクトにおける事業実施体制 

 

 

３－２－４－５ 品質管理計画 

建設資材は、現場常駐監理者が受入れ検査を実施し、その品質を確認する。品質管理に必要な

各種試験は実施設計において特記仕様書に明記し、これに従い実施する。 

・ 地盤の地耐力確認は、構造担当者の立会いの上、現地にて実施する。 

・ コンクリートの圧縮強度試験および鉄筋の引張り強度試験はコチャバンバ市内にある国立

サンシモン大学にて行なう。 

 

 

３－２－４－６ 資機材等調達計画 

（１） 建設資材 

建設資材のほとんどは「ボ」国にて調達可能であり、本計画においては「ボ」国にて調達する。

下表に建設資機材の調達区分を示す。 

日 本 国 政 府 関 係 機 関  

外 務 省  ボ リビ ア 国  
日 本 大 使 館  

ボ リビ ア 国 政 府 関 係 機 関  

コ チ ャ バ ン バ 市 役 所  

交 換  

公 文  

（E/N）  

工 事 請 負 業 者 （建 設 ・楽 器 ／ 視 聴 覚 機 材 工 事 ）  

コ ン サ ル タン ト契 約  施 設 建 設 ・ 
機 材 調 達 契 約  

契 約  

コ ン サ ル タ ン ト  

・ 業 務 主 任  
・ 建 築 担 当  
・ 構 造 担 当  
・ 電 気 設 備 担 当  
・ 機 材 担 当  
・ 積 算 担 当  

・ 現 場 常 駐 監 理 者  

日 本  

現 地  

JICA 
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表 3-16  建設資機材の調達区分 

現地調達事情 調達計画 
 資 機 材 名 

状況 輸入先 現地 第三国 日本 

 （建築資材）      

 1.骨材（砂、砕石） ○  ○   

 2.セメント ○  ○   

 3.鉄筋    ○（ペルー）  

 4 レンガ ○  ○   

 5.合板、木材 ○  ○   

 6.床、壁用タイル ○ ブラジル ○   

 7.木製建具 ○  ○   

 8.鋼製製建具 ○  ○   

 9 アルミ建具 ○ ブラジル ○   

10.建具金物 ○ ブラジル ○   

11.ガラス ○ ブラジル ○   

12.塗料 ○ ブラジル ○   

13.工事用機器 ○ メルコスール ○   

 （設備資材）      

 1.PVC 電線管、付属品 ○ ブラジル ○   

 2.電線･ケーブル ○ ブラジル ○   

 3.照明器具 ○ ブラジル ○   

 4.変圧器 ○  ○   

 5.盤類 ○ ブラジル ○   

 6.配線器具 ○ ブラジル ○   

 7 電話設備 ○ 日  本 ○   

 8.弱電設備 ○ ブラジル ○   

 

 

（２） 機材 

本計画で調達される主な機材の調達先は、次表のとおりである。 

表 3-17  機材の調達区分 

機材名称 調達先区分 備     考 

楽器 日本調達 
メーカー正規代理店はヤマハのみでキーボード等の電子楽

器の販売が主体。小売店では安定した調達が見込めず、ブラ

ンド、機種についても限定的であるため、日本調達とする。 

視聴覚機材 日本調達 
マーケットの小規模小売店での販売が主流であり、メーカー

直営店は少ない。また販売製品も限定的であるため、日本調

達とする。 

家具 現地調達 
生徒、教員用のキーボード台、イスおよび待合用のベンチな

ど、技術的に製作が特に難しい家具はないため、現地調達と

する。 
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（３） 資機材の搬入ルート 

１）日本からの調達資材：横浜港よりチリのアリカ港まではパナマ経由で毎週出港しており、

海上輸送に掛かる日数は 35～40 日間である。アリカ港にて荷卸し、

通過手続き等に約 1 週間、アリカよりコチャバンバまでの陸送（約

700Km）に約 5 日間を要する。途中 4,500m の高地を通過するた

め、雨季の 1～2 月および冬期の 7～8 月に国境が閉鎖されること

がある。コチャバンバの税関にて通関手続きを行ない、約 5 日間

でサイトに到着となる。 

２）ブラジル調達資材 ：サンパウロからは、国境近くのコルドバを経由し、サンタクルス

を経てコチャバンバに陸送される。道路輸送に掛かる日数は 11～

13 日間であり、コチャバンバでの通関には 2 日～5 日間要する。 

３）アルゼンチン調達資材：ブエノスアイレスからは、国境のヤクイバを経由し、サンタク

ルスを経てコチャバンバに陸送される。道路輸送に掛かる日数は

約 10 日間、コチャバンバでの通関には 2～5 日間である。 
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３－２－４－７ 実施工程 

本計画の実施設計には約 3.5ヶ月、施設建設および機材調達には約 10ヶ月の工期が予定される。

本計画の実施工程表を以下に示す。 

注：下記表はそれぞれの工程の予定期間を表している。実施設計と施工・調達が同時期に行な

われるものではない。（現地調査と工事準備、製造準備が同時にスタートするわけではな

い） 

 

表 3-18  実施工程表 

10

実
施
設
計

5 6 7 81 2 3 4

施
 

設
 

建
 

設
・
機
 

材
 

調
 

達

9

現 地 調 査

国 内 作 業

現 地 確 認

工 事 準 備

基 礎 工 事

躯 体 工 事

仕 上 げ 工 事

完 成 検 査 ･引 渡 し

製 造 ･調 達

輸 送

機 材 据 付 ・調 整

技 術 指 導 ・引 渡 し

（計  10.0 ヶ 月 ）

（計  3.5 ヶ 月 ）

製 造 準 備
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３－３ 相手国側分担事業の概要 

本計画に関する事業負担区分については、3-2-4-3 施工区分/調達･据付区分で述べた通りであ

る。以下に「ボ」国側の分担事業の概要を示す。 

 

３－３－１ 手続き事項 

（１） 用地の確保 

建設予定地に関しては 2004 年 12 月 17 日付け・コチャバンバ市条例 NO.3333/2004 でマン・セ

スペ校舎建設計画用に 15,000m2 用地の使用許可が発行されており、確保済みである。 

（２） 国内税の免税措置 

本計画の実施に必要な建設資材、楽器・視聴覚機材の購入、ならびに役務の調達に係る国内税

の免税措置を行なう。実施機関は、下記に述べる還付金の予算措置を行なう。 

付加価値税の免税手続き 

「ボ」国の付加価値税（IVA：13%）と取引税（IT：3%）については基本的に購入時あ

るいは取引時の免税という形態ではなく、一旦税金を納付後、還付手続きを踏むことにな

る。 

付加価値税（IVA）と取引税（IT）の還付方法 

a. 「ボ」国の毎年の会計年度は 1 月～12 月である。よって各自治体、各省庁は毎年

10 月末位までに翌年度の年間予算の申請を大蔵省に行なう。その予算申請に本プ

ロジェクトの資機材調達で発生する税還付分の予算申請措置も含まれる。基本的

にこの予算枠が確保されていないと、還付されないことになる。 

b. 無償プロジェクトにおける税金還付手続き（申請）は、日本の業者が資機材購入・

下請支払いの支払い証明書をまとめて、カウンターパート（コチャバンバ市）に

提出する。市は日本の業者に対して税還付金を支払う。税還付申請を行なってか

ら支払いがなされるまで、概ね 3 ヶ月間を要する。 

 

 

（３） 日本または第三国から輸入される資機材に対する輸入関税の免税措置および通関並びに

内陸輸送に係る便宜供与 

「ボ」国政府およびコチャバンバ市は、本計画に必要な日本または第三国から輸入される資機

材に関して免税措置を行なうと共に、迅速な通関および内陸輸送手続きに対して、必要な便宜供

与を図る。 
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輸入関税及び免税手続き 

輸入関税は、「ボ」国の関税法に基づき関税局が管理している。輸入関税の料率は、輸

入する材料の種類によりその税率（CIF 価格に対する関税比率）が決まっている。 

輸入の際の荷受主名は「ボ」国側カウンターパート（コチャバンバ市）の名前となり、

カウンターパート側には法定の関税を関税局に納付する責務がある。従って本工事の着手

前に関税の料率の元となる「輸入予定品リスト（Master List）」を事前に作成しカウンター

パートに提出し、「ボ」国側が負担すべき関税負担予定額を知らせておく必要がある。輸

入免税手続きについては必要書類（Invoice、Packing List、Donation Certificate［在日本ボ

リビア領事館発行のもの］、保険証券および B/L）のコピーを免税申請書に添付し、コチャ

バンバ市長に署名を依頼する。この署名を入手するのに、場合によっては 3 週間以上かか

ることがある。貨物の到着後、港湾費用の精算書類、内陸費用の正式請求書と共に上記書

類のオリジナルを大蔵省へ提出して免税手続きを開始する。仮通関手続きについては申請

書類に大蔵省の受領印を入手すれば可能となり、コンテナーを税関から引き出すことがで

きる。その後 60 日以内に免税額の算出が行なわれ、本通関手続きが完了となる。 

 

 

（４） 建築許可の取得 

建設許可はコチャバンバ市計画局が審査し発行する。そのため、設計段階で同計画局の了解を

得ることで建設許可は取得される。 

 

（５） インフラ（電力、上下水道、電話など）の接続 

１）電力 

電力会社：ELFEC が所轄している。 

建設予定地への電力供給は、アロマ通りの電柱架線（10KV）からトランスを設け 220V､

380V、50Hz で引き込む計画であり、コチャバンバ市役所で引き込み工事を申請する。 

２）上水道 

コチャバンバ市の上水道事業は上下水道会社：SEMAPA が管轄している。 

計画地西側前面道路（バルトロメ･グズマン通り）に建設予定地より南約 150m の地点ま

で 75φの給水管（水圧 2.0kg/cm2）が敷設されている。計画地までの延長計画が SEMAPA

でなされており、上水の引き込みは延長後の本管からコチャバンバ市役所で引き込み工事

を申請する。 

３）下水道 

上水道同様 SEMAPA が下水道事業を管轄している。 

バルトロメ･グズマン通りと平行して走るアロマ通りに 150φの下水管（生活排水のみ）

が敷設されており、計画地までの延長が上水道同様 SEMAPA で計画されている。下水排水

は、延長後の下水管に接続する工事をコチャバンバ市役所で申請する。 
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４）電話 

コチャバンバ市では、民営の COMTECO が固定電話および携帯電話のサービスを取り

扱っている。 

建設予定地への外線引込みは、アロマ通りより電柱架線にて行なうことをコチャバンバ

市役所が申請する。 

５）仮設電力・給水設備の確保 

建設工事に必要な仮設電力・給水設備を確保する。 

６）銀行取極め、支払授権書の発給 

コチャバンバ市は、コンサルタント契約・業者契約に基づく銀行取極め、支払授権書の

発給を速やかに行なう。 

７）本計画実施の業務遂行のために「ボ」国に入国し、滞在する日本人技術者に対して入国

および滞在に必要な便宜供与 

８）日本国側負担以外の全ての経費負担 

 

３－３－２ 「ボ」国側負担事業 

（１） 事業実施前 

１）建設予定地の整地工事 

マン・セスペ校舎建設予定地面積約 7,000m2 の整地工事と共に、複数の擁壁の設置が必

要となる。 

現地再委託にて敷地測量を行なった結果、敷地の高低差については、要請書に添付され

ていた配置図に記載のあった等高線とほぼ同等の結果が得られた。敷地内に高低差が有る

ことから、本アカデミー全体の敷地造成計画としては、敷地利用、安全性、造成コスト等

の点に於いて、敷地を 2 段の階段状に整備することが妥当である。 

敷地は岩盤の上にあり、1m 程度の掘削に於いても岩盤が発現するような敷地であり、

切り土を行なう造成は困難である。相手国側負担事項を軽減する意味でも、極力、切り土

を少なくするよう、レベル設定を行なう計画とする。 

一部の擁壁の高さが 5m を超えるものとなることが予想される。擁壁の築造に当たって

は構造・工法の検討が必要と思われるが、現地では 5m 程度の擁壁の築造は特殊なもので

はなく、一般的に行なわれている。ただし擁壁が高くなる場合、雨水による擁壁に掛かる

水圧を軽減するため、擁壁の上部・下部には、雨水処理の為の側溝の整備が不可欠である。

本計画地盤は岩盤の上に存在し、ある程度の深度以降は透水率が極めて低い。そのため、

雨水の処理を適切に行なわない場合、擁壁への土圧の増加並びに擁壁下部への雨水の流

入・土砂の流入が予想される。現地にて、敷地南側隣地まで雨水処理の為の側溝が築造中

であることが確認された。本計画で擁壁部分に築造される雨水側溝の雨水は、この側溝に

接続する計画である。 

２）建設許可の発行 

本案件のコンサルタントが行なう実施設計図書をコチャバンバ市都市計画局が審査し、
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建設許可を発行する。 

３）免税措置のための予算措置 

協力対象事業 3 棟の建設および機材調達の国内税還付に必要な資金の予算措置を行なう。

また、関税局に納付する関税に必要な資金の予算措置を行なう。 

４）銀行取極め、支払授権書の発給のための銀行手数料の予算措置 

本案件のコンサルタント、建設業者および機材調達業者のための銀行取極め、支払授権

書発給に要する銀行手数料（過去の案件の例から、契約金額の約 0.2%程度）の予算措置を

行なう。 

５）日本側協力対象施設以外の施設設計 

日本側の協力対象施設は器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟の 3 棟であり、

コンサルタントはそれら 3 棟の設計監理業務を行なう。外構工事を含め、他施設の設計･

監理業務は「ボ」国側：コチャバンバ市役所の責任で行なわれる。コチャバンバ市側は日

本側の協力対象施設 3 棟の設計コンセプトを「ボ」国側施設にも生かす予定であり、本調

査報告書を参考に「ボ」国側施設の設計を行なう必要がある。日本側協力対象施設の設計･

監理を行なうコンサルタントがアドバイザーとして「ボ」国側施設設計に協力することで、

設計コンセプトの統一を図る。 

 

（２） 事業実施中 

１）日本側協力対象施設以外の各棟の建設および外構工事 

日本側協力対象施設以外の管理棟、普通教室棟、南北トイレ棟、幼児棟、外構工事（駐

車場、屋外階段、警備小屋、フェンス等）は、ボリビア側の負担工事として建設する。 

２）インフラの接続 

本プロジェクトで建設される施設に必要な電力、上下水道、電話の接続工事を行なう。 

３）国内税の還付、関税の納付 

前述した付加価値税（13％）と取引税（3％）を建設業者、機材調達業者に還付する。

また、関税局に関税を納付する。 

 

４）銀行手数料の支払い 

コンサルタント、建設業者、機材調達業者の契約金支払いに必要な銀行手数料を支払う。 

 

（３） 事業実施後 

１）既存機材・家具の移設 

マン・セスペ校の新校舎が完成した後に、既存校舎にある既存機材・家具を新校舎に移

設するのは、「ボ」国側負担工事である。「ボ」国側は、同移設に関してはマン・セスペ校

の教職員、父兄会、生徒会および協賛機関の協力で行なう予定である。 
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２）運営・維持管理費の確保 

後述 3-5-3 運営･維持管理費で述べるが、マン・セスペ校の 2008 年度の収支計画によれ

ば、本プロジェクト完成後の運営･維持管理費は確保される見通しである。しかし、教育

省からの正規教職員の確保、コチャバンバ市役所からの「学校基金」の配布および光熱費

の支払いが確実に行なわれる必要がある。 

 

 

３－４ プロジェクトの運営･維持管理計画 

（１） 関連機関の役割 

無償資金協力対象事業の実施機関はコチャバンバ市役所であり、責任機関は教育省である。

校舎及び機材が引き渡された後のマン・セスペ校の運営・管理は学校の責任で遂行される。以

下に各機関の役割を説明する。 

機関名称 役    割 
マン・セスペ校 ・ 施設・機材の完成・引渡し後に同校の運営管理責

任を負う。 
コチャバンバ市役所 ・ 本計画の実施機関として無償資金協力の制度上

の受け入れ国側負担事業の責任を負う。 
教育省（本省） ・音楽教育の政策支援を行なう。 
教育省県教育事務所（SEDUCA） 
及び市教育事務所 

・ 学校の要請を受けて教師を派遣し、その給与を支
払う。 

 

 

（２） マン・セスペ校の組織と要員 

以下に 2008 年度のマン・セスペ校、父兄会、生徒会の組織図を示す。 
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主任 

管学科 
主任 

ダンス科 
主任 

教         員 

理数教科 
主任 

聴覚教科 
主任 

ピアノ科 
主任 

ギター科 
主任 

理数教科 
主任 
弦楽科 
主任 

管楽科 
主任 

ダンス科 
主任 
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                父兄会                                         生徒会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4  マン・セスペ校 2005 年度組織図 

 

このうちマン・セスペ校の教職員数の過去 5 年間の教職員数の推移を下表に示す。 

表 3-19  過去 5 年間の教職員数の推移（2004～2008 年度） 
 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 
正規職員数      

音楽教員数（校長含む） 23 23 21 23 22 
事務系職員数 1 1 1 1 1 

小計 24 24 22 24 23 
契約職員数      

音楽教員数 8 8 9 6 10 
事務補助、警備員など 4 4 3 3 3 

小計 12 12 12 9 13 
合計 36 36 34 33 36 

  出典：マン・セスペ校からの質疑回答書 

 

2010 年度は生徒数が 690 人になる計画であるが、県教育事務所は正規教師の増員を確約し

ており、2010年度生徒数690人の計画に対して同校の教職員数は50人体制とする計画である。 

 

（３） 維持・管理計画 

１）施設の維持管理計画 

マン・セスペ校舎完成後の施設はコチャバンバ市役所の所管となり、他の学校施設と同様

に施設の維持管理は同市のプロジェクト課が行なう。2008 年現在、同市が所管する学校施設

は 311 校であるが、プロジェクト課の約 15 名の技術者がそれらの施設の維持管理を行なって

おり、十分な経験がある。本計画の施設計画のカウンターパートとして、その技術者の内 6

名が既に指名されており、計画・施工段階から本計画に参画し、完成後の維持管理も担当す

る予定である。 

マン・セスペ校は学校方針として校舎の清掃は父兄会の協力を得て生徒と教職員で実施し

てきており、今後も同方針を継続する予定である。コチャバンバ市プロジェクト課の技術者

と同校が協力体制を構築することで、施設の維持管理は良好に行なわれるものと判断される。 

役員会 

父兄会実行委員会 

会計委員会 文化委員会 社会委員会 

父    兄 

学術委員会 文化委員会 美化委員会 記録委員会 

生    徒 

実行委員会 

中央委員会 
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２）機材の維持管理計画 

組織図に見られるとおり現在マン・セスペには機材の維持管理を専門に行なう部門はない。

楽器・備品・消耗品の管理、購入の計画についてはピアノ、ギター、弦楽器、管楽器など楽

器のカテゴリー別に教員の中から主任者を定め各カテゴリー毎に行なっている。また他にピ

アノ調律、楽器の修理など特殊な技能を要する部分については以下の通り、別途担当者を配

置し対応している。 

表 3-20  ピアノ調律、楽器修理担当者の配置状況 

担当楽器 担当者名（教師） 経  歴  等 

ピアノ調律 セルヒオ・バルガス 米国カリフォルニアでの技術講習により調律技術を修得 

ピアノ修理 フレディ・マティエンソ 20 年間ブラジルのピアノ工場に勤務 

弦楽器修理 
レネ・ガンボア 
ミゲル・サラサール 

工房インティ経営者 
マン・セスペのチェロ教員 

木管楽器修理 
アルバロ・カディマ 
ビクトル・アラルコン 

クラリネット奏者 
マン・セスペのオーボエ教員 

 

またコチャバンバにはヤマハの代理店 YAMABOL があり、基本的にほとんどの楽器（鍵盤

楽器、弦楽器、管楽器及び打楽器）は YAMABOL にて修理可能である。視聴覚機材について

はコチャバンバ市内にある数多くの電化製品販売店での修理が可能であり、純正部品を日本

から輸入する必要がある場合についても日系人が経営する販売店等で対応可能である。 

 

 

３－５ プロジェクトの概算事業費 

３－５－１ 協力対象事業の概算事業費 

日本の無償資金協力により、協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費について、日本

と「ボ」国の負担区分に基づく事業費内訳は次のとおりに見積もられる。ただし、これは交換公

文上の供与限度額を示すものではない。 

（１） 積算条件 

１）積算時点 ： 平成 20 年 8 月 

２）為替交換レート ： 1US$＝105.81 円 

３）施工期間 ： 10 ヶ月 

４）その他 ：本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力制度に従い実施される。 

 

（２） 日本側負担事業費 

概算総事業費：   約 4.00 億円 

器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟（建築延床面積：約 1,259m2） 

項    目 概算事業費（百万円） 

施設建設 277 

機材調達 51 

実施設計・監理業務 72 
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（３） 「ボ」国側負担事業費 

  単位：千ﾎﾞﾘﾋﾞｱｰﾉ 

年度別予算 
事業項目 概算事業費 

2008 2009 2010 

1）敷地造成工事 87.0 0 87.0 0 

2）擁壁 A 建設工事 

（雨水側溝含む） 
183.0 0 183.0 0 

3）擁壁 B、C 建設工事 66.0 0 66.0 0 

4）電力引込み工事 78.0 0 78.0 0 

5）BA、AP 等銀行手数料 41.0 1.0 30.0 10.0 

6）国内税の免税措置 507.0 0 400.0 107.0 

7）関税の免税措置 294.0 0 64.0 234.0 

8）普通教室棟の建設 825.0 0 495.0 330.0 

9）トイレ棟の建設 365.0 0 219.0 146.0 

10）管理棟の建設 657.0 0 394.0 263.0 

11）外構工事(警備小屋含む) 250.0 0 25.0 225.0 

12）上下水道接続工事 73.0 0 0 73.0 

合    計 3,353.0 1.0 2,041.0 1,388.0 

 
 

３－５－２ 相手国側負担事業 

日本側協力対象事業を実施するために必要な「ボ」国側負担経費は約 1,256 千ボリビアーノ（上

表の 1）～7））と見込まれる。さらに、日本側協力対象施設（器楽練習棟、合唱練習棟および合

奏･ダンス練習棟の 3 棟）に加えて「ボ」国側は普通教室棟、トイレ棟、管理棟、幼児棟の建設

および外構工事（警備小屋、駐車場、歩道、フェンスなど）が必要である。このうち幼児棟につ

いては市民参加（特にマン・セスペ校の父母を中心とする）で将来建設することを予定している。

上記「ボ」国側で建設する各棟（幼児棟を除く）及び外構工事費用は約 2,097 千ボリビアーノ（上

表の 8）～12））であり、合計 3,353 千ボリビアーノとなる。 

上記「ボ」国側負担経費を年度別に分類すると、2008 年度：1.0 千ボリビアーノ、2009 年度：

2,041 千ボリビアーノ、2010 年度：1,388 千ボリビアーノとなる。2008 年度の 1.0 千ボリビアー

ノは、コンサルタントの施設設計監理契約に係る BA、AP 等の銀行手数料であり、E/N 締結後に

市議会で特別予算の承認を取り付ける。2009 年度の 2,041 千ボリビアーノについては、E/N 締結

後直ちに次年度予算を計上する。また、2010 年度予算は 2009 年夏頃に予算を立案する。 

2009 年度の必要予算 2,041 千ボリビアーノは、市の教育関連施設整備費と教育サービス費から

拠出される。2 章 2-1-2「財政・予算」に示すように、本案件は教育施設であるため市予算分類

の教育関連施設整備費および教育サービス費から予算が配分される。同市の 2005～2007 年度の

3 年間の教育関連施設整備費および教育サービス費合計の平均：51,000 千ボリビアーノに対して

2,041 千ボリビアーノは約 4％であり、コチャバンバ市として十分負担可能であると判断される。 
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日本側協力対象事業の器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟の 3 棟が完成し、機材が

調達され、トイレ棟が建設されれば、他施設の建設が遅れた場合でも、運営規模の縮小や教室の

使用法などは再検討せざるを得ないと思われるが、3 棟の協力対象施設と機材を利用して、マン･

セスペ校の運営を開始することは可能である。 

 

３－５－３ 運営･維持管理費 

マン・セスペ校では正規教職員の基本給は教育省から支払われている。基本給での不足及び補

強教員の給与は給与補填費として学校が負担している。 

校舎はコチャバンバ市に帰属しており、光熱費（電気・水道料金）は市が支払っている。2005

年までは適用されていなかったが、本案件の基本設計調査をきっかけに 2006 年度からは市が各

学校に適用している「学校基金」約 1,000 ドル/年の給付が本校にも適用されることになった。こ

の「学校基金」は施設の小規模な補修費用や備品購入に充てられている。一方、大規模な修繕工

事などは市役所のプロジェクト課が毎年各学校の状況を聴取し、次年度に工事を行なうように予

算措置をすることになっている。本案件の完成引渡し後には上記「学校基金」約 1,000 ドル程度

を毎年施設維持管理費に計上する必要がある。 

機材の維持管理費については、これまでの実績として毎年マン・セスペ校の年間収入の 1％程

度を予算計上している。2008 年度から 2010 年度までについても年間 500 ドル～1,000 ドル程度

の予算を確保する計画である（表 3-21：マン・セスペ校の収支実績（2000～2007 年）および収

支予想（2008～2010 年）参照）。本計画機材の大半を占める楽器はクラシック用のアコースティッ

ク楽器であり、使用後の清掃等の日常の手入れを励行していれば頻繁な部品交換等の必要性はな

い。またキーボード、電子ピアノ等の電気を使用する鍵盤楽器の耐久性は一般的に 10 年以上（主

要メーカー実績）であり、頻繁に多額の修理費用がかかるということはない。視聴覚機材に含ま

れるテレビ、プロジェクターの更新時期は 7 年から 10 年程度であるが、部品交換により修理等

を見越した計画的な機材維持管理費の運用計画により、長期にわたる機材使用を図ることが可能

である。 

表 3-21 にマン・セスペ校の収支実績（2000～2007 年）及び収支予想（2008～2010 年）を添付

する。この表によれば 2005 年度に施設の改修を行なったために大幅な赤字となった。この赤字

分を含め、過去に累積した約 12,000 ドルの赤字は 2010 年度にはほぼ解消される見通しである。

2009 年末に本プロジェクトが完了し、生徒数も 2008 年度の約 530 人から 2010 年度の約 690 人

へと大幅に増加し、授業料収入の増額が見込まれるため、収支が好転する。同収益の活用は下記

の各項目を予定している。 

 楽器、楽譜、機材などの充実 

 授業料の全体的な引き下げあるいは貧困家庭への授業料の免除など 

 身障者学費免除制度の開始 

 校舎警備の充実 

 教員待遇の改善 
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３－６ 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

（１） マン・セスペ校既存校舎の継続使用 

本案件が日本国政府によって承認された場合、協力対象施設の完成は 2010 年 3 月が想定さ

れ、新設校舎を活用するのは 2010 年度からとなる。既存のマン・セスペ校舎は、すでにコチャ

バンバ市が買い手を探している状況であるが、2010 年 3 月まではマン・セスペ校が既存校舎

を継続使用できるように、コチャバンバ市役所が必要な手続きを取る必要がある。 

 

（２） 教職員の確保 

マン・セスペ校を所轄しているコチャバンバ市教育事務所は、正規教職員の増員を確約して

いる。このことを確実に実施するため、県教育事務所は同市教育事務所を政策支援する必要が

ある。 

 

（３） 「ボ」国側負担事業の確実な履行 

協力対象事業実施における「ボ」国側負担事業は前述のとおりであるが、それら事業がタイ

ムリーに確実に履行されることが重要となる。特に、同協力対象事業 3 棟の着工が 2009 年 6

月と想定されるため、コチャバンバ市は建設予定地の擁壁を含む造成工事の計画を早期に開始

し、2009 年 5 月までに同造成工事を完了することが望まれる。 
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表  3-21  マン・セスペ校の収支実績(2000～2007年)および収支予想(2008～2010年 ) 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

４－１ プロジェクトの効果 

「ボ」国教育省は「ボリビア音楽教育改善計画」を策定し、マン･セスペ校と国立音楽院を指

導校に指定し、2010 年までに「ボ」国の音楽教育を改善することを目指している。しかし、既

存の仮校舎を使用している現在のマン･セスペ校では、同計画の指導校にふさわしい音楽教育の

実践が困難な状況にある。本プロジェクトはマン･セスペ校の校舎を建設するとともに、機材（楽

器･視聴覚機材など）を整備して適切な音楽教育を実施することであり、以下の効果が期待され

る。 

 

（１） 直接効果 

１）既存施設や機材の不足で制限されていた音楽教育コース及びカリキュラムが本プロ

ジェクトの実施で計画できるようになるため、2010 年には計画生徒数約 690 人が受け入

れられ、音楽授業時間数（週当り）457 時間／週（2005 年）が 2010 年には約 918 時間／

週に増加できる。 

２）施設および機材の不足で不適切であった器楽練習が、各楽器専用の器楽練習室で専用楽

器を用いて実施できるようになるため、専用器楽練習室実施時間数（週当たり）246 時

間／週（2005 年度）が 2010 年には約 500 時間／週に増加できる。 

３）施設の制約から少人数でしかできなかった合唱練習が、コンサートに対応可能な 4 クラ

ス合同（120 人程度）の合唱練習ができる。 

４）施設の制約から少人数でしかできなかった合奏練習が、フルメンバー（60 人規模）で練

習できる。 

５）施設・機材の整備により適切な授業環境が整い、音楽授業のレベルが向上する。 

６）ミニ・コンサート、講演会、セミナーが同校で 2005 年には 6 回／年しか開催できなかっ

たが、2010 年には現在よりも増加するため、セミナー等を受講した音楽教員の技能向上

が図れることになる。 

 

本プロジェクトが実施されることによる効果は、下表のように整理することができる。 

表 4-1  プロジェクト実施による効果と現状改善の程度 

現状と問題点 本計画での対応（協力対象事業） 計画の効果･改善程度 

既存の校舎は初等学校の移転
後の老朽化した校舎であり、部
屋数も少なく、施設構造も音楽
学校には適していない。 

既存の楽器･視聴覚機材は中古
品の購入や古い寄付品で揃え
られたものであり、音楽教育に
ふさわしいとはいえない。ま
た、不足楽器は他団体から借用
している状態である。 

器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･
ダンス練習棟の 3棟を建設する。
また、上記 3 棟に必要な楽器、
視聴覚機材を整備する。 

マン･セスペ校の音楽教育プ
ログラムで計画している 2010
年の生徒約 690 人（2005 年は
約 350 人）が受け入れられ、
器楽練習、合唱練習、合奏練
習、視聴覚授業が各々専用室
で適切な楽器、機材を用いて
行なえるようになる。 
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（２） 間接効果 

「ボリビア音楽教育改善計画」の指導校としての役割を担うマン･セスペ校は、音楽教育に関

して、「ボ」国全体に下記のような影響を持つことになる。このことから、間接的には「ボ」国

国民約 950 万人（2007 年世銀推計）に裨益効果が及ぶことになる。 

１）マン･セスペ校が音楽教育を適切に実施することで、「ボ」国の他県の音楽教育専門学校

のパイロット校としての役割を果たし、他校のカリキュラム等が改善される。 

２）「ボ」国内の師範学校、初等･中等学校の音楽教員への再教育にマン･セスペ校が協力す

ることによって、「ボ」国全体の音楽教育のレベル向上が期待できる。 

 

（３） 成果指標の検討 

「ボリビア国音楽教育改善計画」の指導校の役割を担っているマン･セスペ校であるが、施設･

機材の不足･老朽化のために、適切な音楽授業が行なわれていないばかりではなく、生徒の受け

入れや音楽教育プログラムを制約せざるを得ない状況である。本プロジェクトの実施により、そ

れら問題点の改善を図るわけであるが、プロジェクト実施の効果を評価するための指標と目標は

以下の各項が適切である。また、その評価時期は、本プロジェクトの完成する 2010 年が適切で

ある。 

指標 現状（2005 年度） 計画値（2010 年度） 

受け入れ生徒数（年間） 352 人 約 690 人に増加する 

音楽授業時間数（週当り） 457 時間 918 時間/週程度に増加する 

専用器楽練習室授業実施時間数（週当り） 246 時間/週 500 時間/週程度に増加する 

同校でのイベント（ミニ・コンサート、講
演会、セミナーなど）の開催回数（年間） 

6 回/年 増加する 

 

 

４－２ 課題･提言 

本計画の実施による施設・機材を最大限に活用し、その効果を発現･持続するために「ボ」国

側が取り組むべき課題を以下に提言する。 

１）「ボリビア音楽教育改善計画」の確実な実施 

「ボ」国教育省高等･科学･技術局が 2005 年 11 月に策定し、2010 年までの実現を目指し

ている「ボリビア音楽教育改善計画」は、マン･セスペ校をその指導校に指定している。

同校を音楽教育専門学校のパイロット校として上記計画を確実に教育省が実施すること

で、本計画の施設･機材整備は「ボ」国音楽教育の改善に生かされる。 

２）他音楽専門教育機関との連携 

現在、教育省の管轄下にある音楽教育専門機関は、ラパスにある国立音楽学院、マン･

セスペ校を始め、「ボ」国全体で 15 校であるが､それらの相互連携はほとんど行なわれて

いないのが現状である。「ボリビア音楽教育改善計画」が策定されたことを契機に､それら

各校が連携するように教育省が支援することが望まれる。 



67 

３）師範学校の音楽教育への指導協力、初等･中等学校の現職音楽教員の再教育への協力 

「ボリビア音楽教育改善計画」では、音楽専門教育の取り組みの拡大で、音楽専門教育

各機関が各地の師範学校への指導協力、初等･中等学校の現職音楽教員への再教育の協力

を行なう旨、記載されているが、今後はその具体的な方法と技術援助策を早期に策定する

ことが望ましい。 

４）音楽教員のレベル向上 

現在マン･セスペ校では、校内で教員の自主的な音楽教育技術のレベル向上が行なわれ

ているが、施設･機材の整備によりさらに同校教員の音楽教育技術レベルの向上を図ると

共に、他音楽専門教育機関の音楽教員の技術力向上を図ることが望ましい。 

 

 

４－３ プロジェクトの妥当性 

本計画は以下に述べる（１）～（５）の審査結果から、わが国の無償資金協力の対象事業とし

て妥当であると判断される。 

（１） 裨益対象について 

本計画の実施により、直接的にはマン･セスペ校の生徒および教職員合計約 740 名が裨益を受

けるが、同校が「ボリビア音楽教育改善計画」の指導校としての役割を担うため、「ボ」国の音

楽教育全体に本計画が影響を持つことになる。このため、間接的には「ボ」国国民約 950 万人（2007

年世銀推計）と、多数が裨益対象となる。 

 

（２） 「ボ」国単独での運営可能性 

本プロジェクトで計画されている施設･機材は高度な技術を必要とするものではなく、現在の

マン･セスペ校の教職員がコチャバンバ市役所の施設管理技術者の協力を得ることで運営･維持

管理を行なうことが可能なものであり、同校の収支計画に負担を及ぼすことはない。 

 

（３） 「ボ」国上位計画との関連性 

「ボ」国教育省は「ボリビア音楽教育改善計画」を 2005 年 11 月に策定し、2010 年までに「ボ」

国の音楽教育を改善することを目指している。この中でマン･セスペ校は同計画の指導校と位置

づけられており、本プロジェクトは上位計画の実施に不可欠なプロジェクトである。 

 

（４） プロジェクトの収益性 

マン･セスペ校はコンサートの開催で収入を得ているが、内容はコチャバンバ市近郊地域での

音楽普及活動やチャリティー活動にとどまり、収入も小額であることから、本プロジェクトは収

益性を求めるプロジェクトではない。 

 

（５） 環境面の影響 

音楽学校であるため、周辺への騒音が懸念されるが、住宅地とは道路を挟んで距離があると共

に、音楽練習を行なう各棟は敷地内でも住宅から遠い位置での配置計画を行なっており、騒音で
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近隣から問題視される心配はない。 

 

 

４－４ 結論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、「ボ」国民の音楽教育に

寄与するものであることから、我が国の無償資金協力で実施することの妥当性が確認される。 

さらに、本プロジェクトの運営･維持管理についても、「ボ」国側体制は人員･資金ともに十分

であり、問題はないと考えられる。なお、本章 4－2 課題･提言で述べた点が改善･整備されれば、

本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施しうる。 
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資料 1 調査団員・氏名 

 

事業化調査（2008 年 4 月 5 日から 4 月 20 日） 

 

氏名 担当 所属 

武田 浩幸 

 

総    括 JICA ボリビア事務所次長 

谷田部 雅史 

 

計画管理 JICA 資金協力支援部準備室実施監理第一課 

井出 経一 

 

業務主任／施設計画 株式会社 横河建築設計事務所 

三澤 喜選 施工計画／積算 株式会社 横河建築設計事務所 

 

山川 清利 

 

通訳（西語） 株式会社 横河建築設計事務所 

 

中村 宏一 施工計画/積算 

(自主補強要員) 

株式会社  横河建築設計事務所 

 
（注）中村団員は横河建築設計事務所による自社負担による派遣団員。 
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資料 2 調査行程 

事業化調査 

総 括 計 画 管 理 業 務 主 任
/ 施 設 計 画 通 訳 施 工 計 画

/ 積 算

施 工 計 画
/ 積 算

 (自 主 補 強 ）

通    訳
（現 地 雇 用 ）

武 田  浩 幸 谷 田 部  雅 史 井 出  経 一 山 川  清 利 三 澤  喜 選 中 村  宏 一 出 合  美 樹

5 8 16 16 16 16 7

1 4/5 土

ｺﾁｬ→ ﾗﾊﾟｽ(5L118)

ﾗﾊ ﾟｽ→ ｺﾁｬ(5L115)

ｺﾁｬ→ ﾗﾊﾟｽ(5L118)

　

9 13 日

10 14 月

13 17 木

14 18 金

15 19 土

16 20 日

ｻﾝ･ｾﾊﾞｽﾁｬﾝの 丘 開 発
委 員 会 協 議

建 設 材 料 単 価 調 査
（建 設 資 材 単 価 調 査 、設 備 資 材 単 価 調 査 ）

Siteに て 試 掘 (3ヶ 所 )立 会 い 、そ の 後 市 役 所 に て 協 議
11 15 火

ｺﾁｬﾊ ﾞﾝﾊﾞ市 ・ﾏﾝ･ｾｽﾍﾟ校
協 議 ・調 査

建 設 材 料 単 価 調 査
（建 設 資 材 単 価 調 査 、設 備 資 材 単 価 調 査 ）

コ チ ャ バ ン バ 市 （マ ン セ ス ペ 校 含 ）　協 議 建 設 物 価 動 向 調 査

コ チ ャ バ ン バ 県 環 境 局 　協 議
5 9 水 　

建 設 物 価 動 向 調 査

（８：３０）ｺﾁｬﾊ ﾞﾝﾊ ﾞ発 (5L110)→  ﾗﾊ ﾟｽ（９：０５）

資 料 整 理

コ ン サ ル 内 打 合

ラ パ ス 発 →

コ チ ャバ ン バ 市 文 化 部 表 敬
コ チ ャバ ン バ 市 議 会 議 長 、文 化 委 員 会 表 敬

建 設 機 械 賃 貸 料 調 査

        建 設 費 調 査 （共 通 仮 設 費 調 査 、
        現 場 経 費 調 査 、労 務 単 価 調 査 ）

（７：００）ラ パ ス 発 (5L111)
→ コ チ ャバ ン バ 着 （７：３５）

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ中 央 銀 行 協 議 、教 育 省 協 議 、財 務 省 （VIPFE)協 議 、日
本 大 使 館 報 告

日
順

木106

火8

月
日

曜
日

月3

コ ン サ ル タン ト団 員官 団 員

土

7

調 査 日 数

4

2 6 日

7

11

水

金

12 16

8 12

建 設 材 料 単 価 調 査
（建 設 資 材 単 価 調 査 、設 備 資 材 単 価 調 査 ）

（１２：４５）ラ パ ス 発 (LA965)→

→  成 田 着 （１６：４０）

コ チ ャバ ン バ 市 （マ ン セ ス ペ 校 含 ）最 終 協 議
（１４：４５）コ チ ャバ ン バ 発 (5L116)→ ラ パ ス 着 （１５：1５）

ＪＩＣＡ・大 使 館  報 告

サ ン チ ア ゴ (LA600)→ 　ロ サ ン ゼ ル ス (JL061)

ｺﾁｬﾊ ﾞﾝﾊﾞ市 ・ﾏﾝ･ｾｽﾍﾟ校
協 議 ・調 査

　　    コチ ャ バ ン バ 市 （マ ン セ ス ペ 校 含 ）　協 議
　　    ミニ ッツ 署 名 （コ チ ャ バ ン バ 市 長 、マ ン セ ス ペ 校 長 ）

コ チ ャ バ ン バ 市 （マ ン セ ス ペ 校 含 ）表 敬 ・協 議   コ チ ャ バ ン バ 県 　表 敬

成 田 発 (JL006)→ ニ ュ ー ヨー ク (JL5836) → マ イア ミ (AA922)

→  ラパ ス 着 （０５：３０）

資 料 整 理

　　JICA協 議 　大 使 館 、教 育 省 、財 務 省 （VIPFE)　表 敬 ・協 議

　　　 （１９：００）　ラ パ ス 発 (5L119)→  コチ ャ バ ン バ 着 （１９：３５）
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資料 3 関係者（面会者）リスト 

 

所属 氏 名 部署／職位 

教育省 Lic. Magdalena Cajiás de la 

Vega 

Ministra  教育大臣 

 Sra. Patricia Duran Viceministera de Desarrollo de Culturas 文化担当次官 

 Sra. Maria de Rocio Pereira 

de Rodriguez 

Coordinadora 調整官 

 Dra. Maria Luisa Soux Responsable de Relaciones Internacionales 国際関係局員 

 Sra. Esperanza Tellez Conservatorio Nacional de Musica 国立音楽院職員 

財務省

(VIPFE) 

Sra. María Eugenia Jurado 

Albarracin 

Dirección de Negociación y Aglización de Desembolsos 

日本担当官 

コチャバンバ

県庁 

Lic. Manfred Reyes Villa Prefecto y Comandante del Departamento de Cochabamba 

知事 

 Lic. Giancarla de Quiroga Directora de Relacionales Internacioneles e Institucionales 

国際関係局長 

 Ing. Mercelo Meave Heredia Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

自然環境局長 

Lic. Tatiana Rojas Fernándes Presidencia de Concejo Municipal 市議会議長 コチャバンバ 

市議会 Arq. Thonny Antezana 

Martínez 

Concejo Municipal 市議 

コチャバンバ Lic. Gonzalo Tercelos Rojas Alcalde de H.M.C. 市長 

市役所 Lic. Roberto Carlos Orgaz Oficial Mayor financiero 財務担当助役 

 Arq. Alfonso Serrano 

Villarroel 

Secretaria de Planificación 企画室長 

 Ing. Renato Luís Montoya Director de Evaluación y Seguimiento de Gestión  

評価・フォローアップ部長 

 Ing. Rodorigo Pasquier Jefe de Depto. del Proyecto プロジェクト課課長 

 Arq. Ximena Santa Cruz Arq. de Responsable del Proyectos プロジェクト建築担当 

 Ing. Juan Carlos Guzmán Director de Trafico y Uialidad 道路管理部長 

 Lic. Jorge Claros Berbetty Oficial Superior de Cultura 文化部長 

Lic. Koichi Fujii Director de Academia “Man Césped” 校長 

Sr. Juan Oscar Guzmán 

Alvarado 

Subdirector de Adacemia 副校長 

Sra. Sonia Beatriz Quiteros Secretaria 秘書 

国立音楽アカ

デミー「マン･

セスペ」 

Sra. Maria del Rocio Pereira 

de Rodrigez 

Cordinadora Académico 教育調整員 
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所属 氏 名 部署／職位 

Arq. Marcelo Looni Mercado Presidente 委員長 「ｻﾝ･ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ

の丘」開発委

員会 
Lic. Oman Torres Reque Secretario General 事務局長 

在ボリビア 田中 和夫 特命全権大使 

日本大使館 長沼 始 参事官 

 西  雅之 三等書記官 

江塚 利幸 所長 JICA ボリビア

事務所 五味誠一郎 所員 
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ボリビア共和国「国立音楽アカデミー マン・セスペ校舎建設計画」 

事業化調査に係る協議議事録（抜粋和訳） 

 

 

ボリビア共和国からの要請を受け、日本国政府は「国立音楽アカデミーマン・セスペ校舎建

設計画」に係る事業化調査団の派遣を決定し、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」とい

う)にその調査を委託した。 

JICA はボリビア事務所武田浩幸次長を団長としてボリビア共和国に事業化調査団を派遣し、

2008 年 4月 6日から 4月 18 日まで同国で調査を行う。 

ボリビア国における協議及びサイト調査の結果、本調査団及びボリビア政府関係機関は付属

書に記載された主要事項について確認した。本調査団は帰国後、本調査結果を日本政府に報告

し、日本政府は本プロジェクトの実施について決定する。 

 

 

                                            2008年4月11日ラパスにて 

 

 

                                        

武田 浩幸 ゴンサロ・ガブリエル・テルセーロス・ロハス 

調査団長 コチャバンバ市長 

JICA  

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

マグダレナ・カヒアス・デ・ラ・ベガ 

教育大臣 

ボリビア共和国 

 

             

藤井 康一 

国立音楽学校「マン・セスペ」 

校長 

             

ロクサナ・アルコバ・アリアス 

公共投資・対外融資次官 
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付  属  書 

 

1. 基本設計報告書の内容 

ボリビア側は、2006 年 3月に JICA が提出した基本設計調査報告書の内容と 3.の変更につい

て、改めて確認し、これを受け入れた。 

最終的な本プロジェクト実施は、本事業化調査の結果に基づき、日本国政府によって決定さ

れる。 

 

2. 我が国無償資金協力制度について 

調査団は別添１に記載されている日本の無償資金協力制度及び被援助国政府による主な負

担事項の内容について説明し、ボリビア側はこれを理解した。 

 

3. 要請コンポーネントの変更について  

 （3.1）ボリビア側は、以下のコンポーネントの変更を要請した。 

     ・ オーケストラ／バレー棟の舞台は固定とし、同棟西側立面図は合唱棟のものと

同じとする。 

 （3.2）本調査団は、帰国後に上記変更の要請を日本国政府に報告し、日本国政府はその検

討結果を、在ボリビア日本大使館を通じてコチャバンバ市に通知する。 

 

4. その他の事項 

（１） ボリビア政府及びコチャバンバ市は、無償資金協力スキームが大統領令29308号

（Decreto Supremo NO.29308）に抵触しない（反しない）ことを検証した。また、ボ

リビア政府は同大統領令第3章10条に基づき、E/Nが締結されると本プロジェクトの

SISFINへの登録手続きを速やかに行うことに同意した。 

（２） コチャバンバ市は、以下の事項を2008年末までに完了することに同意した。 

・ 建設予定地の整地 

・ 建設予定地の擁壁の建設及び雨水排水設備 

（３） コチャバンバ市は、現在建設予定地で行われている中古車マーケットの移転を2008

年中に終了する。 

（４） コチャバンバ市は、建設予定地の使用許可の延長手続きを2008年5月末までに実施し、

JICAボリビア事務所に連絡する。 
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（５） コチャバンバ市は、本プロジェクト実施のための環境許可を取得するために必要な手

続きを、環境許可を発行する管轄機関であるコチャバンバ県に対して行う。そのため、

調査団は4月末までに必用な情報を提供する。環境許可申請書類は5月中旬までに県に

提出され、カテゴリー分類についての結果を本年5月末までに日本政府に送付する。 

（６） コチャバンバ市は建設終了後に、マン・セスペ音楽学校に必要かつ適切な教員の配置

手続きを、SEDUCAに対して行う。 

（７） コチャバンバ市は、建設予定地に電力線の引き込みを行う。 

（８） コチャバンバ市は中央政府に対して免税の手続きを行うか、或いは、関税及び付加価

値税を負担する為に、カウンターパートとして必要な予算措置を行う。 

（９） コチャバンバ市は、B/A及びA/Pに係る銀行手数料を支払うための予算措置を行う。 

（10） コチャバンバ市は施設の建設許可手続きを2009年1月までに終了する。 

（11） コチャバンバ市は、ボリビア側負担工事であるトイレ棟、教室棟、管理棟の建物を2009

年12月までに完成させる。 

 

 

 

ANEXO-1 : 日本の無償資金協力スキーム 

ANEXO-2：ボリビア側による主要負担事項 

ANEXO-3 : 事業実施工程案 
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資料 5 事業事前計画表（事業化調査時） 

 

1 案件名 
 ボリビア国国立音楽アカデミー「マン・セスペ」校舎建設計画 

 
2 要請の背景（協力の必要性・位置づけ） 
 ボリビア国（以下「ボ」国とする）では、1994 年施行の教育改革法で基礎教科が重視さ

れたため、一般教育での音楽の授業は美術や体育とともに「表現創造」という教科に合併
され、授業時間も少ないのが現状である。担当教官は音楽授業のための適切な教育を受け
ていないため、音楽授業では国歌など行事のための歌を指導するに止まっている。 
音楽アカデミーなどの専門教育機関は、一般教育とは別の生涯教育の一環として社会向上

および地域の文化発展に係わる人材を育成するという、人間性総合教育機関と位置づけら
れているが、実際には就学前・初等・中等教育で欠落している音楽教育を補完する、補習
校の役割を果たしている。 
この現状を改善すべく、「ボ」国教育省高等･科学･技術局は 2010 年を目標とする「ボリビ
ア国音楽教育改善計画」を 2005 年に策定し、本プロジェクト対象校であるマン･セスペ校
を指導校としてその協力を仰ぐことにしている。 
しかしながら、マン･セスペ校の既存校舎は、公立初等学校の移転後の古い校舎を借用し

ている状態であり、楽器や視聴覚機材も数量的に不足しているばかりではなく、使用中の
機材も寄付や中古品の購入でそろえられたものが多く、音楽教育用には不適当なものであ
る。 
本プロジェクトは、マン･セスペ校の施設･機材の不備を解決するために、同校の校舎を建

設すると共に楽器･視聴覚機材を調達することにより、「ボリビア国音楽教育改善計画」で
指導校に位置づけられている同校の音楽教育環境改善に資するものである。 

3 プロジェクト全体計画概要 
 (1)プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 
  「ボリビア国音楽教育改善計画」の指導的な役割を担うマン･セスペ校の音楽教育が適

切な状況で行なわれる。また、周辺住民が音楽に親しむ機会が提供される。 
裨益対象の範囲･規模： マン･セスペ校の生徒および教職員  約 740 人 
  音楽普及活動の裨益対象（コチャバンバ市の人口）約 600,000 人 
 

(2)プロジェクト全体計画の成果 
ア 器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟が新築される。 
イ 上記 3 棟に必要な楽器および視聴覚機材が整備される。 
ウ 管理棟、普通教室棟、トイレ棟、幼児棟が新設されると共に、外構整備が行なわれ

る。 
エ マン･セスペ校の音楽教育プログラムが充実する。 
オ 受け入れ生徒数が増加する。 
 

(3)プロジェクト全体計画の主要活動 
ア 器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟を建設する。 
イ 上記 3 棟に必要な楽器、視聴覚機材を整備する。 
ウ 管理棟、普通教室棟、トイレ棟、幼児棟を建設すると共に、外構整備を行なう。 
エ 上記施設･機材を使用して、マン･セスペ校の教育プログラムを実施する。 
 

(4)投入（インプット） 
ア 日本側（= 本案件）：無償資金協力 4.00 億円 
イ 相手国側 
（ア） 敷地造成工事 
（イ） 管理棟、普通教室棟、トイレ棟、幼児棟の建設、 
（ウ） 外構整備 
（エ） 施設･機材の運営維持に係る経費負担 
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 （オ） 本校の運営に係る教職員の確保 

 
(5)実施体制 

実施機関：コチャバンバ市 
主管官庁：ボリビア国教育省 
 

4 無償資金協力案件の内容 
 (1)サイト 

コチャバンバ市 サン･セバスチャンの丘 西側の市有地 
 

(2)概要 
ア 器楽練習棟（RC 造 2 階建、約 922m2）、合唱練習棟（RC 造平屋建、約 168 m2）、合

奏･ダンス練習棟（RC 造平屋建、約 168 m2）の新設 
イ 上記 3 棟に必要な楽器および視聴覚機材の調達 
 

(3)相手国側負担事項 
建設予定地の造成工事、インフラ接続 
 

(4)概算事業費 
4.47 億円（無償資金協力 4.00 億円、「ボ」国側負担 0.47 億円） 
 

(5)工期 
詳細設計・入札期間を含め約 16 ヶ月 
 

(6)貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮  
施設群の中で、音楽の練習を頻繁に行なう器楽練習棟、合唱練習棟、合奏･ダンス練習棟
を近隣住民街から充分な距離をとる配置計画により、音楽練習音の住民街への影響を低
減させるよう配慮する。 

 
5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 
 極端な政情不安、経済状況悪化が起きない。 

 
6 過去の類似案件からの教訓の活用 
 特になし。 

 
7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提言 
 (1)プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

指標 現状(2005 年度) 計画値(2010 年度) 
受け入れ生徒数（年間） 352 人 約 690 人に増加する 
音楽授業時間数（週当り） 457 時間/週 918 時間/週程度に増加する 
専用器楽練習室授業実施時間(週当り) 246 時間/週 500 時間/週程度に増加する 
同校でのイベント（ミニ・コンサート、
講演会、セミナーなど）の開催回数 
(年間) 

6 回/年 増加する 

 
(2)その他の成果指標 

特になし。 
 

(3)評価のタイミング 
プロジェクト完成時の 2010 年度 
 

 

 

















敷地傾斜下部を試掘 試掘状況

試掘状況 試掘状況

敷地傾斜中腹を試掘 試掘状況
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試掘状況 約 1メートル掘り下げ

試掘状況 試掘について説明

立会い状況 試掘地層に化石及び出土品は無し
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